
inform
ation

切り取ってお使いください

・鍋田支所 68－8001
・総合福祉センター 65－8103
・総合社会教育センター 65－0002
・図書館 65－1117
・歴史民俗資料館 65－4355
・同報無線確認電話 65－8517
　※臨時放送の確認ができます。

（市外局番　0567）　

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

9
月
の

9
月
の

9
月
の

き
り
と
り

会
社
や
事
業
所
な
ど
を
退
職
し
、
次

の
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に
入
る
ま
で

の
間
は
、
国
民
健
康
保
険（
国
保
）に

加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
保
に
加
入
す
る
と
、
国
民
健
康
保

険
税（
国
保
税
）が
そ
の
世
帯
の
世
帯

主
に
か
か
り
ま
す
。

国
保
は
、
地
域
保
険
と
し
て
世
帯
単

位
で
加
入
す
る
も
の
で
、
納
税
義
務
者

は
、
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
で
す
。
世
帯

主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
で

も
、
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。
納
税

義
務
者
に
は
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
国
保
税
を
納
期
限
ま
で
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

○
国
保
税
は
月
割
課
税
で
す

　
国
保
税
は
、
年
度
の
途
中
で
国
保
の

資
格
を
取
得
ま
た
は
喪
失
し
た
場

合
、
月
割
り
で
計
算
し
ま
す
。

○
国
保
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と

　
そ
の
期
間
に
病
気
や
け
が
を
し
て

も
、
保
険
で
医
療
機
関
に
か
か
る
こ

と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
国
保

税
が
さ
か
の
ぼ
っ
て
か
か
り
ま
す
。

会
社
な
ど
を
退
職
し
て
、
無
保
険
の

状
態
に
な
っ
て
い
る
方
は
、
速
や
か

に
市
役
所
保
険
年
金
課
に
届
け
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　（※

事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
14
日

以
内
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。）

▼
納
　期

国
民
健
康
保
険
税
納
期

※

納
期
限
は
普
通
徴
収
が
原
則
各
納
期

の
月
末
、
特
別
徴
収
が
年
金
支
払
日

と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
保
険
年
金
課（
内
線
１
２
３
）

特
定
健
康
診
査
結
果
の
見
方
の
説

明
、
生
活
習
慣
病
予
防
の
講
話
、
個
別

相
談
を
行
い
ま
す
。

▼
と
　き

10
月
6
日（
木
）

午
前
10
時
〜
正
午（
終
了
予
定
）

▼
と
こ
ろ

保
健
セ
ン
タ
ー（
図
書
館
棟
１
階
）

▼
対
象
者

弥
富
市
国
民
健
康
保
険
加
入
中
の

40
歳
〜
74
歳
の
方
で
、
平
成
28
年

度
に
特
定
健
診
を
受
診
さ
れ
た
方

▼
定
　員
　25
名

▼
参
加
費
　無
料

▼
持
ち
物

保
険
証
、
特
定
健
康
診
査
の
結
果

表
、
筆
記
用
具

▼
申
込
期
限

９
月
30
日（
金
）

▼
申
込
方
法

市
役
所
保
険
年
金
課
へ
お
電
話
で

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
保
険
年
金
課（
内
線
１
２
４
）

弥
富
金
魚
の
競
り
市
場
な
ど
弥
富

ふ
る
さ
と
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

よ
る
文
化
財
め
ぐ
り
を
歩
い
て
見
て

み
ま
せ
ん
か
。

▼
と
　き

９
月
30
日（
金
）正
午
〜
午
後
３
時

頃（
小
雨
決
行
）

▼
集
合
場
所

総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
　
は
な
の

き
広
場

▼
参
加
費
　無
料

▼
コ
ー
ス
予
定

立
田
輪
中
人
造
堰
樋
門
、
尾
張
大

橋
、
日
本
金
魚
市
場
ほ
か

▼
申
込
期
限

９
月
16
日（
金
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

国
土
交
通
省
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所

☎（
０
５
９
４
）24

－

５
７
１
９

子
ど
も
が
病
気
に
な
っ
た
時
、
仕
事

な
ど
を
休
め
な
い
親
に
代
わ
り
病
気
の

子
ど
も
を
預
か
る「
病
児
・
病
後
児
保

育
事
業
」を
実
施
し
て
お
り
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
施
設
名

キ
ッ
ズ
ケ
ア
ル
ー
ム
　
え
が
お

（
前
ケ
須
町
野
方
７
５
２
番
地
）

▼
開
設
日
時

月
〜
金
曜
日（
祝
日
、
年
末
年
始
を

除
く
）午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

▼
対
象
児
童

満
１
歳
か
ら
小
学
校
３
年
生
ま
で
の

児
童（
一
日
定
員
３
名
）

▼
利
用
方
法

利
用
希
望
者
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
へ
の
事
前
登
録

が
必
要
で
す
。
利
用
の
際
に
は
前
日

ま
で
に
予
約
を
し
、
利
用
当
日
ま
で

に
か
か
り
つ
け
医
で
受
診
し
、
所
定

の
連
絡
票
を
提
出
。

▼
利
用
料
金

１
時
間
１
，
２
０
０
円（
一
日
上
限

弥
富
市
国
民
健
康
保
険

特
定
健
康
診
査 

結
果
説
明
会

９
月
１
日
か
ら
９
月
10
日
は

「
屋
外
広
告
物
適
正
化
旬
間
」で
す

《
病
児
・
病
後
児
保
育
》
の

ご
利
用
を

金
魚
の
競
り
市
場
見
学
と

文
化
財
め
ぐ
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

国
保
税
は
世
帯
主
に

課
税
さ
れ
ま
す

地
震
に
負
け
な
い

家
づ
く
り
を
応
援
し
ま
す

▼仮庁舎における配置

図
書
館
棟（
本
庁
舎
棟
南
）

十
四
山
支
所

総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

仮
移
転
先

移転先配置

（１階）　宿直室　
※保健センターは変更なし
（２階）　税務課　会計課
※図書館と図書館事務室は変更なし
（３階）　市民課　保険年金課

児童課　福祉課
介護高齢課　収納課

☎６５－１１１１　ＦＡＸ６７－４０１１
※市民ホールは仮移転期間中、事務室
となりますので、使用できません。

（１階）　副市長室　下水道課
土木課　都市計画課
農政課　商工観光課
環境課

※地域市民課と地域福祉課は
変更なし　☎52－2１１１

（２階）　市長室　秘書企画課
総務課　危機管理課
庁舎建設準備室

（３階）　財政課　監査委員事務局
議場および議会事務局

☎６５－１１１１　ＦＡＸ５２－３２７６

（１階）
学校教育課
☎65－1111
ＦＡＸ６７－００６２

※生涯学習課は変更なし
☎65－0002
ＦＡＸ６５－１７７７

（　　　　　　　）

お
知
ら
せ
し
ま
す

は
３
，
６
０
０
円
）、
か
か
り
つ
け

医
の
連
絡
票
文
書
料
３
０
０
円

▼
そ
の
他

利
用
者
で
子
ど
も
を
送
迎
。
保
育
に

必
要
な
物（
食
事
、
お
や
つ
、
オ
ム

ツ
な
ど
）は
利
用
者
が
持
参
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー

☎
52

－

０
９
２
２

市
役
所
児
童
課（
内
線
１
５
７
）

市
で
は
、
大
規
模
地
震
が
発
生
し
た

場
合
に
家
屋
の
倒
壊
に
よ
る
被
害
を
防

ぐ
た
め
、
旧
耐
震
基
準（
旧
建
築
基
準
）

で
建
て
ら
れ
た
木
造
住
宅
に
対
し
て
の

補
助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
の
機

会
に
ご
自
宅
の
耐
震
性
に
つ
い
て
見
つ

め
直
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

▼
耐
震
診
断
員
派
遣
補
助（
無
料
）

○
対
象
と
な
る
建
築
物

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

れ
た
木
造
住
宅（
戸
建
て
、
長
屋
お

よ
び
共
同
住
宅
を
含
む
）。

○
申
込
方
法

対
象
と
な
る
建
築
物
に
該
当
し
、
診

断
員
の
派
遣
を
希
望
す
る
場
合
は
所

定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
市
役
所
都
市
計
画
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
、
十
四

山
支
所
、
鍋
田
支
所
に
も
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
が
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
、
防
災
安
全
の

ペ
ー
ジ
参
照
）

▼
耐
震
改
修
費
補
助

市
で
は
、
民
間
木
造
住
宅
の
耐
震
改

修
費
の
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

補
助
額
は
、
最
大
90
万
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
住
宅

市
ま
た
は（
財
）愛
知
県
住
宅
セ
ン

タ
ー
が
実
施
す
る
耐
震
診
断
を
受

け
、判
定
値
が
１
．０
未
満
の
建
物
。

▼
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
整
備
費
補
助

平
成
27
年
度
よ
り
、
耐
震
改
修
費
補

助
と
は
別
に
、
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
の

整
備
費
の
補
助
も
実
施
し
て
い
ま

す
。補
助
額
は
、最
大
30
万
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
住
宅

市
ま
た
は（
財
）愛
知
県
住
宅
セ
ン

タ
ー
が
実
施
す
る
耐
震
診
断
を
受
け

て
判
定
値
が
０
．４
未
満
で
あ
り
、

な
お
か
つ
高
齢
者
ま
た
は
障
が
い
者

が
居
住
し
て
い
る
建
物
。

※
各
補
助
制
度
の
申
し
込
み
は
12
月
末

ま
で
で
す
が
、
予
定
数
に
な
り
次
第

締
め
切
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
都
市
計
画
課（
内
線
２
７
４
）

は
り
紙
、
は
り
札
、
立
看
板
、
広
告

板
、
広
告
塔
な
ど
の
屋
外
広
告
物
の
設

置
に
は
、
街
の
美
観
や
自
然
環
境
を
守

る
た
め
、
屋
外
広
告
物
条
例
に
よ
る
一

定
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

屋
外
広
告
物
を
設
置
す
る
と
き
は
、

事
前
に
市
役
所
都
市
計
画
課
に
相
談

し
、
規
制
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

屋
外
広
告
物
条
例
を
守
り
、
美
し
い

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

愛
知
県
公
園
緑
地
課

☎（
０
５
２
）９
５
４

－

６
６
１
２

市
役
所
都
市
計
画
課（
内
線
２
７
４
）

単
独
処
理
浄
化
槽
で
は
、
し
尿（
ト

イ
レ
）の
処
理
し
か
で
き
な
い
た
め
、

台
所
や
お
風
呂
な
ど
の
生
活
雑
排
水

は
、
そ
の
ま
ま
川
や
海
に
流
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
水
質
悪
化
の
大
き
な
原
因

と
な
っ
て
い
ま
す
。

月の
お ら
知 せ

9

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併

処
理
浄
化
槽
へ
転
換
し
ま
し
ょ
う

普通徴収 特別徴収
（年金から引かれる方）

期数

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

納期

５月

７月

９月

11月

１月

３月

期数

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

納期

４月

６月

８月

10月

12月

２月

2016（平成28）年 9月号 広報やとみ2016（平成28）年 9月号 広報やとみ 1415


